
第１章 快適で暮らしやすい 

まちづくり（暮らしの基盤・安全安心） 

第２章 恵み豊かな自然と共生する 

まちづくり（環境共生） 

第３章 個々が光り輝く 

まちづくり（健康・福祉） 

第４章 地域資源を活かした活力ある 

まちづくり（産業活力） 

第５章 豊かな心を育む 

まちづくり（教育・文化） 

第６章 市民協働の 

まちづくり（協働・行政経営） 

第３編 

分野別実施計画事業 

第１章  快適で暮らしやすいまちづくり 

      （暮らしの基盤・安全安心） 

第２章  恵み豊かな自然と共生するまちづくり 

      （環境共生） 

第３章  個々が光り輝くまちづくり 

      （健康・福祉） 

第４章  地域資源を活かした活力あるまちづくり 

      （産業活力） 

第５章  豊かな心を育むまちづくり 

      （教育・文化） 

第６章  市民協働のまちづくり 

      （協働・行政経営） 



 

◆ ページの見方 

大扉ページ（章） 

将来都市像を具現化するための方針である「施策の大綱」が、各章のタイトルになっています。 
 

中扉ページ（節） 

施策の大綱を実現するための方向性である「政策」が、各節のタイトルになっています。 
 

内容ページ（施策以下） 

事務事業、個別事業については、各施策単位で括って記載しています。 

 

〔参考：事業等総数〕 

施策の大綱 ６   政策 ２３   施策 ７０ 
 
事務事業 １９７                  個別事業 ５４３ 

（うち主要事業 １１６） 

施策の成果を検証するために

設定した指標です。 

施策の推進目的や方向性を示

しています。 
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個別事業の実施目的や内容を

示しています。 

H25 ～H29 における具体的な

取り組みを記載しています。 

具体的な推進スケジュールを

示しています。（主にハード） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

快適で暮らしやすいまちづくり 

（暮らしの基盤・安全安心） 

第１章 

第２節 円滑な都市交通網を構築します 

第１節 良好な都市基盤を整備します 

第３節 暮らしに大切なライフラインを強化します 

第４節 安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します 



大綱名 頁 区分

Ⅰ 01 01 快適な都市空間の創出 25 01 計画的な土地利用の推進 主要 01 都市計画区域の統合

02 土地区画整理予定区域の見直し

03 都市計画提案制度等の活用

04 開発等の規制・誘導

02 都心核の形成（都市再生） 主要 01 千代田町三丁目土地区画整理事業

02 まちなか定住促進施策の検討・実施

03 まちづくり再生促進事業

03 地域核・地域拠点の整備 主要 01 新前橋駅周辺整備（新前橋駅前第三地区）

02 新前橋駅周辺整備（新前橋駅前第二地区）

03 群馬総社駅周辺整備

02 27 01 土地区画整理事業（市施行）の
推進

主要 01 土地区画整理事業（市試行）

02 土地区画整理事業（組合等施
行）の支援・促進

主要 01 南部拠点西地区（組合）

03 良好な居住環境の形成 28 01 良質な住宅の供給促進 　 01 優良建築物の整備促進

02 優良賃貸住宅への家賃補助

03 高齢者向け住宅の供給促進

04 住環境の改善促進

02 市営住宅の維持管理と有効活用 主要 01 市営住宅の維持管理

02 老朽化市営住宅の建替え

03 市営住宅の長寿命化

03 定住促進の強化 　 01 定住を促進する居住施策の検討

04 魅力ある景観の形成 29 01 景観の保全と創出 主要 01 景観計画の推進

02 歴史的建造物等の活用

02 景観形成の誘導 　 01 景観形成重点地区の指定

02 違反屋外広告物の指導

02 01 幹線道路等の整備 31 01 国・県等連携事業の促進 主要 01 駒寄スマートＩＣ及び関連道路整備

02 本町二丁目五差路交差点改良

02 国・県等直轄事業の促進 　 01 国道１７号上武道路

02 国道５０号前橋笠懸道路

03 主要地方道前橋・赤城線

04 江田天川大島線（利根川新橋以西）

05 朝倉玉村線（利根川新橋）

03 幹線道路等の整備 主要 01 幹線道路整備事業

02 街路事業

03 新市建設計画

04 新市基本計画

05 狭あい道路の整備

04 道路・橋りょうの維持補修 主要 01 道水路の維持補修

02 橋りょうの維持補修

03 橋りょうの改築

04 通学路安全対策

02 33 01 鉄道の活性化 主要 01 ＪＲ活性化事業

02 上毛電鉄維持活性化推進事業

02 バス交通網の維持活性化 主要 01 バス交通網等整備事業

02 バス路線維持事業

03 コミュニティ交通運行事業

03 34 01 自動車利用からの転換促進 　 01 運転免許自主返納支援事業

02 他の交通モードとの接続促進

02 歩行者・自転車利用環境の整備 　 01 自転車歩行者道整備事業

02 電線類地中化事業

良好な都市基盤を整備
します

暮らしやすい市街地の
整備

円滑な都市交通網を構
築します

事務事業施策名政策名（節） 個別事業

事業一覧（第１章）

快
適
で
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り

利用しやすい公共交通
体系の整備

自動車利用からの転換
促進



大綱名 頁 区分事務事業施策名政策名（節） 個別事業

03 01 36 01 水道施設の整備 主要 01 浄配水場の整備・改良

02 配水管の整備・更新

03 水道施設の耐震化

02 水質・水源の確保 　 01 深井戸調査

02 水質検査

03 水道事業の経営改善 　 01 財政計画の策定

02 37 01 公共下水道の整備 主要 01 公共下水道整備

02 公共下水道への接続促進

03 合流式下水道改善事業

04 下水道施設の改築

05 下水道施設の耐震化

02 その他の汚水処理施設の整備 　 01 農業集落排水施設の整備

02 農業集落排水への接続促進

03 合併処理浄化槽設置補助

04 し尿の適正処理

03 主要 01 水質浄化センターの改築・更新

02 汚泥炭化施設の整備

04 01 40 01 自主防災の支援 主要 01 自主防災会活動用資機材整備事業

02 総合防災訓練等運営事業

03 防災リーダー育成事業

02 災害対策の強化 主要 01 放射線対策事業

02 災害備蓄食糧及び資機材購入事業

03 建築物等耐震化促進事業

04 河川の整備

03 防災体制の充実 主要 01 地域防災計画の見直し

02 要援護者避難支援計画の策定

03 事業継続計画（BCP）の策定

02 皆で担う防犯の推進 42 01 自主防犯の支援 主要 01 自主防犯活動支援事業

02 防犯カメラ整備補助事業

03 防犯灯管理整備・補助事業

02 防犯体制の強化 　 01 防犯情報の発信

03 消防体制の充実・強化 43 01 消防施設・設備の充実 主要 01 消防庁舎耐震化事業

02 消防・救急無線デジタル化整備事業

03 消防団無線デジタル化整備事業

04 消防車両整備事業

05 消防団車両整備管理事業

02 火災予防対策の強化 　 01 火災予防普及事業

03 救助・救急・消火体制の強化 　 01 耐震性貯水槽建設事業

02 応急手当普及啓発事業

03 救助資機材整備事業

04 交通安全の向上 44 01 交通安全対策の充実 主要 01 交通安全指導事業

02 交通安全推進事業

03 交通安全関連施設の整備

02 車両対策事業 　 01 放置自転車対策事業

02 駅前駐輪場・駐車場管理運営事業

03 迷惑駐車等対策事業

個別事業数　103
うち主要事業数　21

合計 政策数　4 施策数　13
事務事業数　34

暮らしに大切なライフラ
インを強化します

多様な連携による防災
の推進

安全で安心して暮らせる
まちづくりを推進します

水質浄化・処理施設の維持・更
新

衛生的な汚水処理の推
進

安全で安心な水の安定
供給



第１節　良好な都市基盤を整備します



施策01を構成する事務事業

・地元協議
・狭隘道路等の整備
・都市計画変更手続き都市計画課

04開発等の規制・誘導 都市計画区域の見直しに併せ、開発許
可基準等の改定を行います。

・開発許可基準等の改定
建築指導課

03都市計画提案制度等の活用 都市計画提案制度を市民や事業者等に
広く周知し、提案を行う際の支援策を
検討します。

・パンフレット等の作成・周知活動
・支援策の検討

都市計画課

概要 H25

01都市計画区域の統合 都市の総合的な整備・開発及び保全を
図るため、都市計画区域の見直しを進
めます。

・都市計画区域の変更（県決定）に係る協議、調整
・都市計画マスタープランの改訂

都市計画課

02土地区画整理予定区域の見直し 都市計画決定後、長期にわたり事業着
手されていない区域の見直しを図りま
す。

活動指標 現状値 目標値(H29)

― ― ―

5年間の取り組み

02まちなか定住促進施策の検討・
実施

中心市街地内の居住者を増やすための
助成制度について、検討・実施しま
す。 ・住宅転用支援事業等

都市計画課

5年間の取り組み

街区の再編、広瀬川河畔緑地の整備を
行い、広瀬川に調和した景観形成や土
地利用の増進を図り、高質な都市空間
を創出します。

・建物移転及び道路工事等
区画整理第二課・都市計画課

03まちづくり再生促進事業 街なか都市構造のあり方や利便施設の
配置など、歩いて暮らせる街なかに向
けた検討を進めます。

・中心市街地活性化基本計画に基づく街なか都市構
造の実現に向けた検討
・街なか駐輪場対策、渋滞対策の検討等政策推進課・にぎわい商業課

現状値 目標値(H29)

― ―

H29

01千代田町三丁目土地区画整理事
業

　中心市街地エリアの魅力づくりと来街者の回遊性向上のため、快適な都市空間の創出に向けた基盤整備等につい
て実施・検討します。

H26 H27 H28

概要 H25 H26 H27 H28

活動指標

目標値（H29）

都心核・地域核における低未利用地面積の低減 26.4% 22.0%以下

―

01計画的な土地利用の推進（主要事業） 都市計画課
　超高齢社会や人口減社会が進展する中、地域の活力や集落のコミュニティーを維持・向上し、持続可能なまちづ
くりを進めるため、合理的で適正な土地利用を推進します。また社会経済情勢の大きな変化に合わせ、地域の特性
や実状を考慮しながら効率的で秩序ある市街地の形成を図ります。

02都心核の形成（都市再生）（主要事業） 都市計画課

施策 01快適な都市空間の創出

　都市の健全な発展と秩序ある土地利用を促進するためには、長期的な視野・展望に立った都市
計画が必要です。また、多くの市民が暮らし、都市機能が集積している地域を中心として、暮ら
しの基盤整備を進める必要があります。市全体の合理的な土地利用を推進するとともに、都市機
能が集積する都心核、地域核、地域拠点の計画的な整備を推進します。

H29

主要指標 現状値



03地域核・地域拠点の整備（主要事業） 都市計画課
　多様な都市機能と交通利便性の高い鉄道駅を活かしたまちづくりを進めるため、駅周辺の整備を推進するととも
に、周辺地域の発展を図ります。

活動指標 現状値 目標値(H29)

低未利用地面積の低減 21.60% 19.00%

H26 H27 H28 H29

01新前橋駅周辺整備（新前橋駅前
第三地区）

①地元、県、国協議
②事業計画の作成
③事業開始（仮換地指定、建物移転及
び道路工事等）区画整理第一課

02新前橋駅周辺整備（新前橋駅前
第二地区） ①建物移転及び道路工事等

②換地処分及び清算
区画整理第一課

5年間の取り組み 概要 H25

03群馬総社駅周辺整備 群馬総社駅周辺の整備内容を検討し、
関係機関との協議や調査等を進めま
す。

・駅東西整備の検討
・道路・駅前広場の都市計画決定に向けた調整
・駅の利便性向上に向けた関係機関との協議等都市計画課・交通政策課

③ 

② 
① 

② 

① 



施策02を構成する事務事業

01土地区画整理事業（市施行）の推進（主要事業） 区画整理第一課・第二課

元総社蒼海地区

西部第一落合地区区画整理第二課

二中地区（第一）

二中地区（第三）

小暮地区

H28

区画整理第一課 文京町四丁目地区

松並木地区

H29

01土地区画整理事業（市施行） 六供地区

駒形第一地区

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27

活動指標 現状値 目標値(H29)

土地区画整理事業による市街地整備率（市施行） 65.80% 79.00%

01南部拠点西地区（組合） 南部拠点地区の組合等土地区画整理事
業に助成し、拠点型複合市街地の形成
を目指します。

都市計画課

5年間の取り組み 概要 H25

目標値(H29)

土地区画整理事業（組合等施行）での進捗率 467.5ha

H29H26 H27 H28

土地区画整理事業による市街地整備率（市施行） 65.8% 78.7%

487.0ha

　暮らしやすい環境づくりのため、道路や公園等の公共施設の整備改善及び宅地利用の増進を図るとともに、都市
防災に強い安全安心な市街地整備を推進します。

02土地区画整理事業（組合等施行）の支援・促進（主要事業） 都市計画課
　組合等が施行する土地区画整理事業の円滑な実施を支援するため、整備費を助成し、健全な市街地の形成、公共
の福祉の増進を図ります。

活動指標 現状値

施策 02暮らしやすい市街地の整備

　道幅の狭い道路や不整形の宅地が多く見られる市街地は、まちの利便性向上と防災の観点か
ら、整備改善を図る必要があります。災害に強く、快適で利便性の高い安全で安心な市街地を形
成するため、地域内の生活道路や公園など、市民生活に欠かせない公共空間の一体的な整備を推
進します。

主要指標 現状値 目標値（H29）



施策03を構成する事務事業

建築住宅課

02老朽化市営住宅の建替え ①南橘町第五団地ＮＢ棟新築工事
②南橘町第五団地ＮＣ棟新築工事
③南橘町団地建替に伴う移転補償
④余剰地検討・次期計画の検討建築住宅課

5年間の取り組み

　住人口を維持、確保していくため、ライフスタイルの変化に合わせた適切な住まいを確保できるよう、市･県・
関係団体の連携による適切な情報提供や、定住を促進するための居住施策を検討・実施します。

03市営住宅の長寿命化 耐震補強、給排水設備改修、外壁改修
等を実施して市営住宅の長寿命化を図
ります。

・耐震補強工事
・エレベーター設置、リニューアル工事
・給排水ガス設備改修工事
・外壁改修工事建築住宅課

03定住促進の強化（一般事業）

5462戸

H29

01市営住宅の維持管理 市営住宅のストックについて適切に維
持管理を図ります。 ・施設補修工事

・保守点検、樹木剪定
建築住宅課

H26 H27 H28

活動指標 現状値 目標値(H29)

市営住宅管理戸数等

施策 03良好な居住環境の形成

　人口減少の時代の中でも、より多くの方に前橋で暮らしてもらえるように、暮らしの基盤整備
とあわせて、居住環境の充実を図る必要があります。住宅の「量」の確保から住生活の「質」の
向上を図るため、魅力的な居住環境の創出を促進するとともに、市民にやさしい住まいづくりを
推進します。

最低居住面積水準を満たしていない住宅の解消 4.8%

5394戸

01良質な住宅の供給促進（一般事業） 建築住宅課
　市街地の環境改善、良好な住宅の供給等を図るため、民間事業者等への支援を図ります。
　また、高齢者の居住の安定を確保するため、民間事業者と連携してサービス付き高齢者向け住宅の供給促進を図
るとともに、住環境の改善を促進するため、既存住宅のリフォームを支援します。

02市営住宅の維持管理と有効活用（主要事業）

主要指標 現状値 目標値（H29）

建築住宅課
　良好な住環境の形成を図るため、老朽化した市営住宅の建替えや用途廃止を推進します。また、適切な維持管理
を行い市営住宅の長寿命化を図ります。

早期に解消

概要 H25

③ 

② 

④ 

① 



施策04を構成する事務事業

02歴史的建造物等の活用 歴史的建造物等の保全を図り、魅力あ
る景観形成に活用します。 ・旧大竹家レンガ蔵の整備

・景観重要建造物の指定
都市計画課

H29

01景観計画の推進 平成22年7月に施行した景観計画に基
づき、景観づくりを推進します。

・赤城山百景写真コンクール
・景観重要樹木の指定
・景観講演会
・景観賞都市計画課

景観重要建造物の指定箇所数 0箇所 5箇所

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27 H28

　率先して守るべき景観資源のある地区や地域住民等による主体的な活動が行われている地区などについて、本市
固有の地域資源を活かした前橋らしい景観づくりを推進します。
　また、屋外広告物の適正表示に努め、良好な景観形成を推進します。

02景観形成の誘導（一般事業） 都市計画課

景観形成重点地区指定箇所数 未指定 2地区

01景観の保全と創出（主要事業） 都市計画課
　本市には、赤城山に代表される美しい自然的景観や、風格ある歴史的建造物・文化遺産など、数多くの地域資源
が残されています。このような豊かな自然と、ゆとりと潤いにあふれる景観を守り創るため、市民・事業者・行政
が一体となって景観づくりを推進します。

活動指標 現状値

施策 04魅力ある景観の形成

　「暮らしやすさ」を向上させるためには、都市の機能的な側面を充実するだけではなく、郷土
への愛着や景観の美しさなど、都市としての魅力を高めていく必要もあります。郷土・前橋への
愛着と誇りを醸成するため、自然的風景や歴史的建造物など、本市固有の地域資源を活かした前
橋らしい景観づくりを推進します。

主要指標 現状値 目標値（H29）

目標値(H29)



第２節　円滑な都市交通網を構築します



施策01を構成する事務事業

道路建設課

朝日町下阿内線（Ⅱ期）

江田天川大島線（Ⅱ期・Ⅲ期）

駒形駅前通線（Ⅱ期）

荒牧・関根線　　ほか

H25 H26 H27 H28 H29

群馬大橋通線

5年間の取り組み 概要

下川淵小北通線

泉橋通線

清里地区南北幹線（Ⅰ期・Ⅱ期）

市道00-043号線(荻窪公園通線）

市道における規格改良済み率の向上 58.10% 59.10%

01幹線道路整備事業

主要指標

　市内の交通循環の円滑化を図ることにより、市民の利便性や生活環境の向上に伴う地域の活性化が期待されると
ともに、病人やけが人の救急搬送や災害発生時の輸送路としても重要な役割を果たす幹線道路等を計画的に整備し
ます。

活動指標 現状値 目標値(H29)

現状値 目標値（H29）

中心市街地から市内の高速道路ＩＣまでの平均移動速度 20km/h 22km/h

施策 01幹線道路等の整備

　市内交通循環の円滑化や他都市への移動・交流を促進するため、国や県との連携・協力によ
り、幹線道路等のネットワーク構築を図ります。また、安全安心で快適な通行環境を確保するた
め、道路・橋りょうの適切な維持管理に努めます。

01国・県等連携事業の促進（主要事業） 都市計画課
　市内交通循環の円滑化や他都市への移動・交流を促進するため、国や県と連携・協力し幹線道路等のネットワー
ク構築を図ります。

03幹線道路等の整備（主要事業） 道路建設課

概要 H25 H26 H28

01駒寄スマートＩＣ及び関連道路
整備

現状値 目標値(H29)

駒寄スマートＩＣにおける大型車利用台数 0台/日

H29

・測量及び詳細設計
・用地買収及び文化財調査
・工事都市計画課・道路建設課

活動指標

H27

600台/日

5年間の取り組み

　国道、県道等は都市と都市をつなぐ広域幹線道路であり、都市間の移動・交流を促進するだけではなく、市内の
交通循環の円滑化にも大きく寄与します。円滑な都市交通網の構築を図るため、都市の大動脈である広域幹線道路
のネットワーク化を促進します。

02本町二丁目五差路交差点改良 交通渋滞、通行規制、歩行者等の通行
上の支障など課題となっている本町二
丁目交差点を改修し中心市街地の活性
化を図ります。

・検討会の実施

都市計画課

都市計画課02国・県等直轄事業の促進（一般事業）

駒寄スマートＩＣの大型車対応化改修
及びアクセス道路の整備を行い地域の
活性化を図ります。



04通学路安全対策 交通事故防止を目的とした、道路環境
の整備を行うことで、通学路や学校周
辺の安全な通行を確保します。 ・危険箇所対策工事道路管理課・道路建設課

東部建設事務所・学校教育課

03橋りょうの改築 ①細井新橋歩道橋設置
②神沢橋
※そのほかの橋りょうについては、幹
線道路整備事業において実施道路建設課・東部建設事務所

01道水路の維持補修 道水路の安全な通行の確保と生活環境
の向上を図るため、道路の維持補修を
行います。

・道水路維持補修
・道水路緊急修繕

道路管理課・道路建設課
東部建設事務所

02橋りょうの維持補修 将来的な改築費用の削減や長期にわた
る安全性を保つため、計画的な修繕を
実施し、橋りょうの長寿命化を図りま
す。

・橋りょう維持補修
・橋りょう点検調査

道路管理課・道路建設課
東部建設事務所

― ― ―

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27 H28 H29

　道水路については、安全な通行確保及び市民生活環境の向上を図るための維持補修を行います。橋りょうについ
ては、将来的な改築費用の削減や長期にわたる安全性を保つため、計画的な修繕を実施し、橋りょうの長寿命化を
図ります。
　また、通学路や学校周辺における交通事故防止を目的とした道路環境の整備を行います。

活動指標 現状値 目標値(H29)

市道00-199号線（時沢・米野線）

都計道3・5・5号線（辻・中島線）

市道22-8085号線

04道路・橋りょうの維持補修（主要事業） 道路管理課

・調査、確認、計画、整備の実施

市道00-196号線（小暮・石井線）

市道宮城3352号線　　ほか東部建設事務所

05狭あい道路の整備 安全で円滑な通行を確保するため、地
元要望等に基づく狭あい道路を整備し
ます。

道路建設課

道路建設課・東部建設事務所

04新市基本計画 市道富士見石井・原東線

市道宮城2号線、133号線

粕川新設道路、南部幹線田面地区

上中村・大前田線

市道粕川1号線

市道宮城1号線、4号線

市道大胡1号線、3号線

市道粕川3085号線

市道大胡110号線

03新市建設計画

群大北通線

道路建設課 上新田・前箱田線　　ほか

県庁群大線

02街路事業 前橋公園通線

② 

① 



施策02を構成する事務事業

市民一人あたりの公共交通年間利用回数 52.1回 55回

施策 02利用しやすい公共交通体系の整備

　バスをはじめとした公共交通は、市民にとって重要な移動手段であり、さらなる高齢社会に対
応するためにも必要不可欠であることから、地域の特性や実情に応じて公共交通のあり方を見直
し、誰もが利用しやすい公共交通ネットワークの構築に取り組みます。

主要指標 現状値 目標値（H29）

H26 H27 H28 H29

01鉄道の活性化（主要事業） 交通政策課
　鉄道の利便性及び快適性の向上を図るため、鉄道事業者、沿線自治体、関係機関と連携し、利用者増となる利用
促進策を展開することで、軌道交通の活性化を進めます。

活動指標 現状値 目標値(H29)

01ＪＲ活性化事業 両毛線複線化、東武鉄道の両毛線乗り
入れについて関係機関と検討を行うと
ともに、ＪＲ駅の利用促進を進めま
す。

・前橋駅～新前橋駅間複線化、東武鉄道の両毛線乗
り入れの検討
・ＪＲ駅の利用促進交通政策課

市民１人当たりの年間平均鉄道利用回数 49.2回 52回

5年間の取り組み 概要 H25

　バス路線の充実をはじめ、地域の特性や実情に即したバス交通のあり方を検討し、路線バスの利便性及び利用率
の向上を図ります。

02上毛電鉄維持活性化推進事業 上電の存続のため、利用促進を図ると
ともに、上毛線再生基本方針（H25～
29）に基づいた公的支援を行います。

・上電沿線市連絡協議会の運営（上電の利用促進）
・上電固定資産税等相当額、鉄道基盤設備維持費、
輸送対策事業費補助交通政策課

02バス交通網の維持活性化（主要事業） 交通政策課

活動指標 現状値 目標値(H29)

市民１人当たりの年間平均委託路線バス利用回数 2.9回 3回

03コミュニティ交通運行事業 公共交通マスタープランに基づくコ
ミュニティ交通（マイバス、ふるさと
バス、るんるんバス）の維持・見直し
や、全市域デマンド化の検討を進めま
す。

・マイバスの維持、見直し
・ふるさとバス及びるんるんバスの維持活性化
・全市域デマンド化の検討

交通政策課

02バス路線維持事業

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27

身近な公共交通機関であるバス路線等
を維持し、誰もが自由で円滑な移動が
可能なまちづくりを目指します。

・委託路線バス・タクシーや国庫補助対象路線バス
を維持するための欠損補助金の支出
・委託路線バス・タクシー車両維持のため更新補助
等交通政策課

H29

01バス交通網等整備事業 自動車依存率の高い現在の交通体系を
見直し、人と環境にやさしいバス交通
網を整備し、利便性の向上を図りま
す。

・バスマップ等情報提供資料の整備
・観光路線である赤城山直通バスの運行
・バス路線の新設、見直し
・低速電気コミュニティバス導入実証実験交通政策課

H28



施策03を構成する事務事業

施策 03自動車利用からの転換促進

　過度に自家用車に依存したライフスタイルからの脱却を図るため、自動車利用からの転換を促
すとともに、徒歩や自転車で移動しやすい環境づくりを推進します。

主要指標 現状値 目標値（H29）

　歩行者及び自転車利用者の安全性を高め、快適な通行を実現するため、歩行者空間の確保、自転車歩行者道の整
備を行います。

02歩行者・自転車利用環境の整備（一般事業） 道路建設課

エコ通勤推進事業（県主催）における市内参加事業者のエコ通勤率 28.6% 30.4%

01自動車利用からの転換促進（一般事業） 交通政策課
　自動車に過度に依存した社会から、様々な交通手段が連携した交通体系への転換を目指します。



第３節　暮らしに大切なライフラインを強化します



施策01を構成する事務事業

・耐震化実施計画の検討・策定

水道整備課・浄水課

H29

01浄配水場の整備・改良 第7次拡張計画に沿って、施設整備を
計画的に進め、配水池築造による貯留
時間の確保など災害対策の充実を図り
ます。

・施設改良工事の継続
浄水課

02配水管の整備・更新

　高度成長期に集中的に整備された水道施設の老朽化が進み、更新期を迎えています。また、地震対策としての水
道施設の耐震化も急務となっており、更新事業を推進し、より安全で安心な水道水の安定供給と災害に強い水道施
設の構築を図ります。

①配水管布設工事
②旧大洞簡易水道再編推進事業
③老朽鋳鉄管設計業務
④老朽鋳鉄管更新事業水道整備課

5年間の取り組み 概要 H25 H26

活動指標

H27 H28

施策 01安全で安心な水の安定供給

　水は命の源であり、水道は、市民生活や都市活動を営む上で欠くことのできない重要なライフ
ラインの一つです。利根川や赤城山麓の地下水など、豊かな水源に恵まれた地域特性を活かしな
がら、市民が安心して使用できる、良質な水道水の安定供給を推進します。

01水道施設の整備（主要事業） 水道整備課

02水質・水源の確保（一般事業） 浄水課
　良質な水源を確保するために定期的な揚水量試験を実施し、地下水の適正利用による深い井戸の延命を図りま
す。
　また、安全、安心な水の供給を目的として、各水源（井戸水）及び各浄水場からの出口及び給水栓（公共施設や
家庭等の蛇口）の水質検査及び水質管理を実施します。

現状値 目標値(H29)

市民一人当たり貯留飲料水量 280L/人 285L/人

03水道施設の耐震化 施設の耐震診断の結果に基づき、耐震
化実施計画の策定を進めます。

　高度経済成長期に建設した水道施設や管路の更新期が到来しつつあることや、節水傾向や少子化などによる水需
要の減少など、水道事業は大変厳しい経営状況にありますが、今後、可能な限りの経営の効率化と選択と集中によ
る効果的な事業運営を実施し、経営の健全化に努めます。

03水道事業の経営改善（一般事業） 経営企画課

市民一人当たり貯留飲料水量 280L/人 285L/人

主要指標 現状値 目標値（H29）

③ 

② 

④ 

① 



施策02を構成する事務事業

02その他の汚水処理施設の整備（一般事業）

目標値（H29）

公共下水道普及率 68.60%

活動指標 現状値 目標値(H29)

農村整備課・下水道整備課・ごみ減量課

施策 02衛生的な汚水処理の推進

　本市では、公共下水道をはじめ、農業集落排水施設や合併処理浄化槽、コミュニティプラント
などによって汚水・雨水を処理しています。今後も引き続き、快適で衛生的な住環境の確保と公
共用水域の水質保全を図るため、地域の実情に応じた汚水処理を行うとともに、下水道施設の計
画的な維持・更新を図ります。

主要指標 現状値

汚水処理人口普及率 87.3% 92.8%

01公共下水道の整備（主要事業） 下水道整備課
　快適で衛生的な生活環境の促進と公共用水域の水質保全を図るため、地域の実情に応じた汚水処理を行うととも
に、増大する下水道施設の計画的な維持・更新を図ります。

70.20%

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27 H28 H29

01公共下水道整備 公共下水道計画区域内の普及促進のた
め、管渠新設工事を行います。 ・管渠新設工事（継続）

・下水道事業認可変更
下水道整備課

04下水道施設の改築 耐用年数を超えた施設が増大すること
から、施設の延命化やライフサイクル
コストの低減及び更新時期の平準化に
よる再整備を行います。

・前橋市公共下水道長寿命化計画（管渠）
・前橋市公共下水道長寿命化計画（ポンプ場）

下水道整備課・下水道施設課

02公共下水道への接続促進 公共下水道の整備が完了している地区
にありながら、未だ接続されていない
住居に対して接続を呼びかけます。

・公共下水道接続奨励工事制度（継続）
・公共下水道接続促進補助（継続）
・接続義務者への接続促進下水道整備課

03合流式下水道改善事業 ①前橋市合流式下水道緊急改善事業
（継続）
②事業の検証業務

重要な施設の耐震化を図る「防災」と
被害の最小化を図る「減災」を組み合
わせた総合的な地震対策を行います。

・前橋市公共下水道総合地震対策事業（管渠）
・前橋市公共下水道総合地震対策事業（ポンプ場）

下水道整備課・下水道施設課

　公共下水道区域外の水質保全と生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設の整備及び接続率の向上、合併処
理浄化槽の設置促進、効率的なし尿収集及び処理を推進します。

下水道整備課・下水道施設課

05下水道施設の耐震化

② ① 



― ―

　下水道やその他の汚水処理施設から排出される汚水を適正な水質へ浄化・処理するため、水質浄化・処理施設の
維持・更新を図ります。

03水質浄化・処理施設の維持・更新（主要事業） 下水道施設課・ごみ減量課

H25 H26 H27 H28

活動指標 現状値 目標値(H29)

―

02汚泥炭化施設の整備

①下水道汚泥炭化施設整備
②し尿汚泥炭化施設整備

下水道施設課・ごみ減量課

H29

01水質浄化センターの改築・更新 老朽化が進む水質浄化センターの改
築・更新を図ります。 ・水質浄化センター関係工事

・水質浄化センターの改築・更新に向けた調査設計
下水道施設課

5年間の取り組み 概要

①  
② 



第４節　安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します



施策01を構成する事務事業

03防災リーダー育成事業 自主防災会、消防局等と連携した地域
の防災リーダーを育成します。

・自主防災会におけるリーダー育成指導

危機管理室

03建築物等耐震化促進事業 耐震改修促進計画に基づき、旧耐震基
準（昭和５６年以前）の建築物の耐震
化を促進します。 ・木造住宅耐震診断・改修（継続）

建築指導課

01放射線対策事業 原発事故に伴う放射性物質の測定な
ど、市民の安全安心に資する施策につ
いて、庁内関係各課で横断的に対応し
ます。

5年間の取り組み

・資機材購入に対して補助金交付
危機管理室

02総合防災訓練等運営事業 自主防災会やボランティア等と行政が
連携を図れるよう、合同訓練を実施し
ます。

危機管理室
・住民参加型の防災訓練の実施

04河川の整備 溢水被害のない安全な生活環境を守る
ため、準用河川等の整備を行います。

・調査、確認、計画、整備の実施道路建設課・道路管理課
東部建設事務所

H29

概要

・大気空間、上下水道ならびに学校給食等の食材に
係る測定体制確立
・線量測定器の個人貸し出し
・放射性物質対策委員会設置危機管理室

02災害備蓄食糧及び資機材購入事
業

災害時に必要とされる非常食糧、簡易
トイレ及び毛布等の生活物資並びに必
要設備や資機材を計画的に購入しま
す。

・生活物資等の計画的購入及び備蓄
危機管理室

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27 H28

活動指標 現状値 目標値(H29)

食糧備蓄数 22,848食 168,300食

　原発事故に伴う放射線については、必要に応じ外部の専門的知見も参考にしながら庁内横断的に対策を講じてい
きます。
　また、大規模災害に備え、非常用食糧及び生活関連の資機材等を計画的に備蓄していきます。
　併せて、減災の観点から、旧耐震基準に係る木造住宅の耐震化促進や、準用河川等の整備を図っていきます。

285団体

H25 H26 H27 H28

01自主防災会活動用資機材整備事
業

全ての自主防災会が効果的な資機材の
購入ができるように支援します。

自主防災組織の設立数 181団体

100.0%

01自主防災の支援（主要事業） 危機管理室
　災害発生時の初期対応において非常に有効である自主防災組織の組織率アップを図るとともに、組織運営に係る
情報提供や必要資機材の購入補助を通じて活動の活性化支援を行います。
　また、市主催の総合防災訓練への市民参加を通じて市民の防災意識高揚を図っていきます。
　さらには、自主防災組織への指導助言を行う防災リーダーの育成にも努めていきます。

02災害対策の強化（主要事業） 危機管理室

活動指標 現状値 目標値(H29)

H29

自治会単位での自主防災会の組織率

施策 01多様な連携による防災の推進

　大規模災害の発生に備え、地域住民による自主防災をさらに促進するとともに、災害時におけ
る都市機能の継続方法や避難所・経路の見直し、備蓄食糧の確保、放射線への対応などを含めた
災害対策を強化し、市民・地域・行政の連携による危機管理体制を構築します。

主要指標 現状値 目標値（H29）

63.5%



03事業継続計画（BCP）の策定 災害時において市役所の業務が継続実
施できるよう計画を策定します。

・事業継続計画の策定・見直し

危機管理室・関係各課

H29

01地域防災計画の見直し 東日本大震災の教訓や群馬県地震被害
想定の改訂、中央防災会議の動向等を
踏まえ、市防災計画を随時見直しを行
います。

・地域防災計画（マニュアル等含む）の見直し
危機管理室・関係各課

02要援護者避難支援計画の策定 災害時において自助による避難が困難
な者について、自治会内で個別の支援
計画を策定できるよう促します。

・要援護者名簿の作成・見直し
・個別支援計画の策定促進

危機管理室・関係各課

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27 H28

活動指標 現状値 目標値(H29)

要援護者避難支援計画の策定数（自治会数） ― 285団体

　本市住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て策定して
いる地域防災計画について、必要に応じて随時見直しを行い、市全体として遅滞なく災害時に対応できるようにし
ます。
　また、災害時においても市役所全体の機能を維持し、災害時及び平常時の両面の対応ができるよう、業務継続計
画を策定します。

03防災体制の充実（主要事業） 危機管理室



施策02を構成する事務事業

　メール配信システムを活用しての「まちの安全ひろメール」による配信や、まちの安全ひろげたいFAXによる市
民への防犯情報の提供を行います。

03防犯灯管理整備・補助事業 防犯灯についてESCO事業を活用して市
が管理し、かつ計画的に新設を行いま
す。また支柱に係る費用や自治会管理
の防犯灯電気料の一部を補助します。

・防犯灯LED化推進（ESCO事業）
・防犯灯新設整備
・防犯灯維持管理危機管理室

02防犯体制の強化（一般事業） 危機管理室

01自主防犯活動支援事業 自主防犯パトロールに係る装備品（防
犯用ベスト・腕章）の提供、青色回転
灯や防犯パトロール用ステッカーの貸
し出しを行います。

・自主防犯活動用資材貸与
・青色防犯パトロール用資材貸与

危機管理室

02防犯カメラ整備補助事業 防犯団体が設置した防犯カメラの維持
管理に係る補助や、市が通学路等への
防犯カメラの設置及び維持管理を行い
ます。

・前橋地区防犯協会防犯カメラ補助
・防犯カメラ付き防犯灯（e自警灯）維持管理

危機管理室

市内刑法犯認知件数（前橋警察署・前橋東警察署管内合計） 3,816件 3,500件以下

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27 H28 H29

01自主防犯の支援（主要事業） 危機管理室
　市民による防犯活動を活性化するため、装備品（防犯用ベスト・腕章）の提供等の支援により、防犯活動の質の
向上を図ります。
　また、青色回転灯や防犯パトロール用ステッカーの貸し出しを通じ、青色防犯パトロールの実施を推進します。
　さらに、従来自治会で管理していた防犯灯を、設備の更新に係る初期投資なく省エネルギー化と維持管理費の低
減を図ることのできるESCO事業を活用して市が管理を行い、市民生活の夜間の安全を確保します。

活動指標 現状値 目標値(H29)

市内の刑法犯認知件数 3,816件 3,500件以下

施策 02皆で担う防犯の推進

　県内の刑法犯の認知件数は、平成１６年をピークに年々減少していますが、近年、子どもを
狙った犯罪や振り込め詐欺等の悪質な犯罪が増加傾向にあり、さらなる治安の維持・防犯対策の
強化が求められています。刑法犯罪などを抑制し、安全で安心して暮らせるまちづくりを進める
ため、防犯活動の実施や防犯組織の支援に取り組みます。

主要指標 現状値 目標値（H29）



施策03を構成する事務事業

05消防団車両整備管理事業 老朽化した消防団車両の計画的な更
新、整備を行います。

・消防団車両の更新

警防課

03消防団無線デジタル化整備事業 消防救急無線のデジタル方式移行期限
である平成２８年５月末までに、消防
団無線の計画的なデジタル化整備を行
います。

・携帯無線機、詰所用レシーバー
・車載無線機、車載レシーバー、署活動用レシー
バーの整備総務課

04消防車両整備事業 老朽化した消防車両等の計画的な更
新、整備を行います。 ・西消防署梯子車の更新

・消防救急車両等の更新
警防課

H29

01消防庁舎耐震化事業 本市耐震改修促進計画に基づき、防災
拠点である消防署、分署について計画
的な耐震化を図り防災拠点としての機
能整備を行います。

・東消防署
・城南分署
・利根分署総務課

02消防・救急無線デジタル化整備
事業

①基地局・回線制御装置等の整備
②移動局（車載無線機）整備
③携帯局（携帯無線機）整備

100.00%

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27

　地震や台風など大規模化、複雑化する災害に迅速・的確に対応するため、庁舎の耐震化をはじめとする消防施
設・設備の充実強化を図ります。

　各種災害に迅速、的確に対応するため、救助、救急、消火体制の充実強化を図ります。

03救助・救急・消火体制の強化（一般事業） 警防課

02火災予防対策の強化（一般事業） 予防課

通信指令課

目標値(H29)

消防庁舎の耐震化率 83.33%

　住宅火災による死傷者数の低減を図るため、火災を早期に発見し、避難上有効な住宅用火災警報器の設置及び維
持管理の推進並びに出火原因の上位である放火防止対策の普及啓発を推進します。

活動指標 現状値

施策 03消防体制の充実・強化

　地震や台風などの災害の大規模化・複雑化に加えて、高齢化の進展に伴う救急・救命ニーズの
高まりなど、消防行政を取り巻く環境は大きく変化しており、こうした状況への迅速・的確な対
応と高度な消防・救急サービスの提供が求められています。火災をはじめとする各種災害から市
民を守るため、火災予防・救助・救急・消火体制をさらに充実・強化します。

主要指標 現状値 目標値（H29）

住宅火災の発生件数 43件

H28

38件以下

01消防施設・設備の充実（主要事業） 消防局総務課

③ 

① 

② 



施策04を構成する事務事業

　駅周辺の交通の安全や良好な生活環境確保のため、放置自転車等の撤去・保管・処分を実施します。
また、放置自転車等の発生を防止し、安全な交通環境を整えるため、自転車駐車場及び駐車場の適正な管理運営を
行います。

03交通安全関連施設の整備 交通事故の防止を図るため、交通安全
施設の整備を行います。

・道路照明等・反射鏡等の交通安全施設の整備道路管理課・道路建設課
東部建設事務所

02車両対策事業（一般事業） 道路管理課

01交通安全指導事業 交通指導員による学童及び歩行者の保
護・誘導を行い、交通事故の防止を図
ります。 ・交通指導員による交通安全指導

交通政策課

02交通安全推進事業 交通安全運動や各種啓発活動により、
交通安全意識の向上を図ります。 ・交通安全思想の普及

・交通安全教育の実施
・交通安全協会への運営補助交通政策課

交通事故死傷者数 5,247人 4,000人以下

5年間の取り組み 概要 H25 H26 H27 H28 H29

01交通安全対策の充実（主要事業） 交通政策課
　交通安全に関する各種対策を推進し、交通事故の発生を抑止して、交通事故による死傷者数をできる限り減少さ
せ、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを目指します。

活動指標 現状値 目標値(H29)

年間交通事故死傷者数 5,247人 4,000人以下

施策 04交通安全の向上

　本市は、人口１０万人あたりの交通事故件数・死傷者数が大変多い状況にあり、１世帯あたり
の自家用車保有台数が全国上位であることを踏まえ、交通安全対策を強化する必要があります。
交通事故から市民を守るため、危険箇所の早期発見に努めるとともに、通学路の安全確保や交通
マナーの向上など、地域の交通安全活動を推進します。

主要指標 現状値 目標値（H29）
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